
議案第１０６号 

さいたま市大宮盆栽美術館条例の制定について 

さいたま市大宮盆栽美術館条例を次のように定める。 

平成２１年６月１７日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市大宮盆栽美術館条例 

（設置） 

第１条 盆栽に関する知識及び教養の向上を図り、盆栽文化の振興に寄与するため、

さいたま市大宮盆栽美術館（以下「美術館」という。）をさいたま市北区土呂町２

丁目２４番地３に設置する。 

（事業） 

第２条 美術館は、次に掲げる事業を行う。 

  盆栽その他の盆栽文化に関する資料（以下「盆栽資料」という。）の収集、保

管及び展示に関すること。 

  盆栽文化に関する調査及び研究並びにその成果の展示、出版等に関すること。 

  講演会、講習会等の主催、広報の発行その他の盆栽文化に関する普及活動に関

すること。 

  前３号に掲げるもののほか、美術館の設置の目的を達成するために必要な事業 

（休館日） 

第３条 美術館の休館日は、次のとおりとする。 

  木曜日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日である場合を除く。） 

  １月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日まで 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、施設の管理運営上特に必要があると認めると

きは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。 

（開館時間等） 

第４条 美術館の開館時間は、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定めるとお

りとする。ただし、常設展示室、企画展示室及び盆栽庭園へ入場することができる

時間は、閉館する３０分前までとする。 



  ３月から１０月までの期間 午前９時から午後４時３０分まで 

  前号に掲げる期間以外の期間 午前９時から午後４時まで 

２ 市長は、前項に規定する開館時間又は入場時間を、事情により変更することがで

きる。 

（観覧料） 

第５条 美術館が展示する盆栽資料を観覧しようとする者は、別表第１に定める観覧

料を納付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の盆栽資料（美術館が所蔵しない盆栽資

料であって、その展示に特別の費用を要すると市長が認めるものをいう。別表第１

において同じ。）を展示するときは、別表第１に定める額の２倍に相当する額以下

の範囲内において別に観覧料の額を定めることができる。 

（特別使用の許可等） 

第６条 美術館が所蔵している盆栽資料について、撮影又は原板の使用（第１７条第

２項第３号において「特別使用」という。）をしようとする者は、規則で定めると

ころによりあらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けた者は、別表第２に定める特別使用料を納付しなければならな

い。 

（施設等の利用） 

第７条 企画展示室（盆栽広場を含む。以下同じ。）、講座室（盆栽テラスを含む。

以下同じ。）及びこれらの施設の利用に伴う附属設備（以下「施設等」という。）

は、美術館の事業に供していない期間については、美術館の設置の目的に即した利

用に供することができる。 

２ 前項に規定する施設等及び駐車場を引き続いて利用することができる期間は、次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、市長は、事情

によりこれを変更することができる。 

  企画展示室 １５日 

  講座室 ７日 

  附属設備 利用する企画展示室又は講座室の引き続いて利用することができる

期間と同一の期間 



  駐車場 １日 

３ 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。 

４ 市長は、前項の許可（変更の許可を含む。）をする場合において、施設等の管理

上必要な条件を付することができる。 

５ 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可し

ない。 

  施設等の設置の目的に反するとき。 

  公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

  施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。 

  物品（展示する盆栽資料に係る図録、絵はがき、ポスターその他これらに類す

るものを除く。）の販売を目的とするとき。 

  前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があるとき又は市長が適当で

ないと認めるとき。 

（利用権の譲渡等の禁止） 

第８条 前条第３項に規定する利用の許可（変更の許可を含む。）を受けた者（以下

「利用者」という。）は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。 

（特別の設備等の制限） 

第９条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物

品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

（利用の許可の取消し等） 

第１０条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は施設等の管理上

特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止

し、又は当該許可を取り消すことができる。 

  この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

  偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。 

  利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。 

２ 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負

わない。 



（使用料の納付） 

第１１条 利用者及び駐車場を利用しようとする者は、別表第３に定める使用料を納

付しなければならない。 

２ 附属設備を利用しようとする者は、規則で定める使用料を納付しなければならな

い。 

（入館の禁止等） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、美術館への入館

を禁止し、又は退館を命じることができる。 

  美術館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのお

それがあるとき。 

  盆栽資料又は施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。 

  前２号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。 

（観覧料等の減免） 

第１３条 市長は、必要があると認めるときは、第５条に規定する観覧料、第６条第

２項に規定する特別使用料及び第１１条に規定する使用料（以下「観覧料等」とい

う。）を減額し、又は免除することができる。 

（観覧料等の不還付） 

第１４条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認

めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（原状回復の義務） 

第１５条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に

回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第１０条第１項の規定によ

り利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。 

２ 利用者が、前項の規定による義務を履行しないときは、市長において原状に回復

し、これに要した費用は、利用者の負担とする。 

（損害賠償の義務） 

第１６条 故意又は過失により盆栽資料又は施設若しくは設備を損傷し、又は滅失し

た者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別

の理由があると認めるときは、この限りでない。 



（指定管理者による管理） 

第１７条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の

規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」

という。）に、施設の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることが

できる。 

  第２条に規定する事業の実施に関すること。 

  施設の維持管理に関すること。 

  前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務 

２ 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせる

ことができる。 

  第３条第１項の規定にかかわらず、施設の管理運営上特に必要があると認める

ときに、市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館すること。 

  第４条第１項の規定にかかわらず、施設の管理運営上特に必要があると認める

ときに、市長の承認を得て、開館時間又は入場時間を変更すること。 

  第６条第１項の規定により、特別使用を許可すること。 

  第７条第２項の規定にかかわらず、施設等の管理上特に必要があると認めると

きに、市長の承認を得て、引き続いて利用することができる期間を変更すること。 

  第７条第３項の規定により、施設等の利用の許可若しくは許可に係る事項の変 

更の許可をすること又は同条第４項の規定により、許可に条件を付すること。 

  第７条第５項の規定により、同項第１号から第４号までのいずれかに該当する

と認めるとき又は施設等の管理上支障があるとき若しくは許可をすることが適当

でないと認めるときに、許可をしないこと。 

  第９条の規定により、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用す

る場合に許可をすること。 

  第１０条第１項の規定により、同項第１号若しくは第２号のいずれかに該当す

るとき、利用の許可の条件若しくは指定管理者の指示に従わないとき又は施設等

の管理上特に必要があるときに、許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用

を停止し、又は許可を取り消すこと。 

  第１２条の規定により、美術館への入館を禁止し、又は退館を命じること。 



（委任） 

第１８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成２２年３月２８日から施行する。 

 



別表第１（第５条関係） 

観覧料（１人１回につき） 

区分 
個人 

団体 

（２０人以上） 

年間観覧料 

（個人に限る。） 

一般 ３００円 ２００円 １，０００円 

高校生・大学生・６５歳以上 １５０円 １００円 ５００円 

小学生・中学生 １００円 ５０円 ３００円 

備考 

１ 「一般」とは、１５歳以上６５歳未満の者で、次項及び第３項に該当する

者以外のものをいう。 

２ 「高校生・大学生」とは、高等学校、専修学校及びこれらに準ずる学校並

びに大学の生徒及び学生をいう。 

３ 「小学生・中学生」とは、義務教育諸学校の児童及び生徒をいう。 

  ４ 「年間観覧料」とは、同一人が１年間美術館の展示する盆栽資料（特別の

盆栽資料を除く。）を観覧しようとする場合の観覧料をいう。 



別表第２（第６条関係） 

区分 特別使用料（１点１回につき） 

学術研究用 ５２０円 
撮影 

その他 ４，２００円 

学術研究用 ５２０円 
原板使用 

その他 ３，１５０円 

備考 

  １ 盆栽は、１鉢を１点とする。 

２ 盆器、掛軸及び浮世絵は、１組を１点とする。 

  ３ 前２項に該当する盆栽資料以外のものは、１個を１点とする。 

  ４ 原板には、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録をいう。）を含む。 

    



別表第３（第１１条関係） 

施設の名称 利用区分 使用料 

企画展示室 １日 ７，６４０円 

午前（９時から１２時まで） １，８９０円 

午後（１３時から閉館時間まで） １，８９０円 講座室 

１日 ３，７８０円 

大型車 １台（１回につき） ８４０円 

駐車場 
一般車 

１台（２時間を超える場合） 超過時間３０分（３０

分に満たないときは、

３０分とする。）ごと

に１００円を加算して

得た額に１００分の１

０５を乗じて得た額 

備考 

１ 施設等の利用の許可に係る日のうちに休館日（搬入又は搬出のために利用

する日を除く。）がある場合は、当該休館日は、使用料を徴収しない。 

２ 企画展示室又は講座室の利用に係る搬入又は搬出に１日（講座室にあって

は、午前、午後又は１日）を要する場合における企画展示室及び講座室の使

用料は、当該使用料の額に１００分の７０を乗じて得た額とする。 

３ 企画展示室又は講座室の利用者が入場料その他これに類する料金（以下「

入場料」という。）を徴収する場合（規則で定める場合を除く。）の企画展

示室及び講座室の使用料には、当該使用料の額に次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算する。 

  １人１回について徴収する最高の入場料が１，０００円未満のとき １

００分の５０ 

  １人１回について徴収する最高の入場料が１，０００円以上のとき １

００分の１００ 

４ 「大型車」とは、道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号。



以下「省令」という。）別表第１に掲げる普通自動車のうち、貨物の運送の

用に供するもの又は人の運送の用に供する乗車定員１１人以上のものをいう。 

５ 「一般車」とは、次に掲げるものをいう。 

   省令別表第１に掲げる普通自動車のうち、人の運送の用に供する乗車定

員１０人以下のもの 

   省令別表第１に掲げる小型自動車及び軽自動車 

６ 使用料を計算する場合において、使用料の額に１０円未満の端数が生じた

ときは、これを切り捨てる。 


